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第９条　子ども
　子どもは、未来の担い手として尊重されなければなりません。
　家庭、学校、地域、市民、市議会、行政その他関係機関は、連携を図りながら協力し、
子どもの健全な育成に努めます。
　子どもは地域社会の一員として尊重され、また、将来に向けて個性豊かに育ってほしい
との思いを込めています。
　また、子どもを取り巻く環境の悪化が指摘される中、子どもの健全育成には、保護者だ
けではなく、学校、地域、その他の市民、市議会、行政などが連携・協力することが必要
であることを規定しています。
第１０条　安全・安心
　市長は、市民が安全で安心して生活を営み、活動を行うことができるよう必要な体制
及び設備を整備しなければなりません。
　市民は、安全で安心して生活を営み、活動を行う権利を有しています。
　この条では、市民が安全で安心して生活を営み、活動を行うために、体制（町会・自治
会、市民団体、関係諸機関などと行政が協力し合う体制）と設備（防犯、健康、福祉、交
通安全などに関わる基盤整備）の必要性を規定しています。
第１１条　危機管理
　市長は、災害等に対し、迅速に対応することができるよう体制の整備を図るととも
に、総合的かつ長期的な対策を講じなければなりません。
　市長は、市民の生命、身体、財産を守るために、災害などの不測の事態にも迅速に対応
するための体制を整備するとともに、被害を最小限に抑えるための総合的な対策を講じな
ければならないことを規定しています。
第１２条　地球環境
　市民、市議会及び行政は、地球環境の保全及び改善が緊急の課題であることを認識
し、人と自然とが共生できる持続可能な循環型社会の構築を目指し、積極的に推進しな
ければなりません。
　市民、市議会および行政は、地球環境の保全や改善を緊急の課題であることを認識する
とともに、廃棄物の減量や再生利用など持続可能な循環型社会の構築を目指し、積極的に
取り組む必要があることを規定しています。
八潮市自治基本条例の全文は、市のホームページに掲載しています。
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7月1日から施行された自治基本条例を詳しく解説します。
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